
愛知県・岐阜県・三重県・京都府・兵庫県・奈良県・和歌山県・滋賀県・神奈川県

・建築物 記載事項変更届（Ｓ－２７） 正・副２部

報告事項変更（Ｓ－２８） １部

建築計画概要書（Ｓ－９） １部

・建築設備 記載事項変更届（Ｓ－２７） 正・副２部

報告事項変更（Ｓ－２８） １部

確認申請書第二面（Ｓ－２） １部

・工作物 記載事項変更届（Ｓ－２７） 正・副２部

（法88条第１項） 報告事項変更（Ｓ－２８） １部

確認申請書第二面（Ｓ－４） １部

記載事項変更届の提出書類について



・工作物 記載事項変更届（Ｓ－２７） 正・副２部

（法88条第２項） 報告事項変更（Ｓ－２８） １部

確認申請書第二面（Ｓ－５） １部

築造計画概要書（Ｓ－１０） １部

静岡県・東京都（荒川区・品川区・三鷹市・調布市を除く）・千葉県・埼玉県・大阪府

・建築物 記載事項変更届（Ｓ－２７） 正・副２部

・建築設備 報告事項変更（Ｓ－２８） １部

・工作物


